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1. 本業務の目的 

1.1. 目的 
宮崎県（以下、本県という。）が、平成３１年から導入しているタブレット端末賃貸借及び保守契約

の見直しを行い利便性の向上を図ることを目的とする。 

2. 本業務の内容 

2.1. 対象システムと業務範囲 

2.1.1. 賃貸借及び保守対象システム 
タブレット端末賃貸借 

2.1.2. 本業務の範囲 
本業務の対象範囲は以下のとおりとする。 

表 2-1-1 本業務の範囲 

分類 業務 本業務の範囲 

賃貸借 
ソフトウェア賃貸借 △ 
ハードウェア賃貸借 ○ 

保守 

ソフトウェア保守 ○ 
ハードウェア保守 ○ 
障害対応 ○ 
システムの変更 ○ 

【凡例】 ○：対象、△：一部対象、×：対象外 

2.1.3. 対象機器等 
・賃貸借及び保守対象機器は以下のとおり 
・機器の仕様は別紙のとおり 

表 2-1-2 対象機器等 

対象機器 設置場所 
iPad 第 10 世代（３５台） 農業普及技術課 
Google Workspace Business Starter クラウドサービス 
端末管理ソフト クラウドサービス 

2.2. 一般事項 
2.2.1. 賃貸借及び保守期間 
令和６年７月１日から令和９年６月３０日までの３６か月とする。 

2.2.2. 作業場所 
保守に係る作業については、以下または受託者設備内にて実施すること。 

・宮崎県農政水産部農業普及技術課 
・県内各農業改良普及センター 
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3. 保守業務要件 

3.1. 保守計画作成 
受託者は、保守に係る実施計画書を作成し本県の承認を得ること。 

表 3-1-1 保守に係る実施計画書 

分類 計画書 内容 

保守 

保守計画 
・年間スケジュール 
・作業項目および具体的な作業内容 

実施体制 
・実施体制および連絡体制 
・役割分担 

システム変更計画 ・構成機器およびソフトウェア等の変更に係る計画 

共通 SLO（サービスレベ

ル目標） 
・障害における目標復旧時間やシステムのレスポンス、ヘ

ルプデスクにおける回答時間 など 

3.2. 本システムの利用者等 
本システムの主な利用者および関連事業者等は以下のとおりである。受託者は各事業者と適宜調整を

行い、円滑に作業を遂行すること。 

表 3-2-1 本システムの利用者等 

組織・事業者 主な役割 
農業普及技術課 本システムの運用・保守に係る調整・管理を行う。 

各普及センター 想定ユーザー数は１００名 

タブレット端末提供業者 定例運用や障害対応等を担当する。 

デジタル推進課 
運用保守に関して、必要な助言・会議参加等での支援を実施する。 

 
3.3. 会議等 
本業務の実施にあたって、各種の会議体において本県への報告・連絡・調整などを円滑に実施するこ

と。本業務の報告に用いる様式については、本県と協議した上で作成すること。 

表 3-3-1 会議体 

会議体種別 目的 実施時期 
キックオフ ・実施計画等の本県の承認 契約後速やかに 
臨時報告会 ・障害対応状況等について報告 随時 

  

3.4. 構成管理 
受託者は、最新の資源情報（ハードウェア、ソフトウェア）およびドキュメント（賃貸借一覧、ライ

センス証書等）のバージョン、所在等を管理し、変更があった場合は最新化すること。 

3.5. ソフトウェア保守 
本システムを構成するソフトウェアのバージョンアップやパッチプログラムがリリースされた場合

は影響度を評価した上で作業手順書を作成し対応すること。 
ただし、脆弱性に関するリリースについては可及的速やかに本県に報告の上、実施すること。プログ

ラム不具合に起因する改修も同様とする。なお、メジャーバージョンアップで保守内で対応が困難な場

合は本県と協議すること。 

3.6. ハードウェア保守 
本システムを構成するハードウェアに障害が発生した場合、修理・交換等の対応を実施すること。長
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期間の修理・交換が必要な場合、同等程度の性能を有する代替機によって障害の復旧を実施すること。

ただし、修理・交換が有償になる場合は本県の了解を得ること。 

3.7. 障害等対応 
本県農業普及技術課からの問合せ、監視業務等により問題発生の通知・連絡を受けた場合、速やかに

問題の原因を調査・分析し、システム障害であれば以下に示す内容の従い、対策を講じること。なお、

対応は原則リモートで実施するが、電話による復旧が困難な場合は現地で対応すること。 

表 3-8-1 障害等対応作業 

作業等 内容 

障害等の受付 障害を受け、障害事象の情報収集を行うこと。 
なお、障害や問い合わせの受付は平日９時から１７時までとする。 

障害内容解析／箇所特

定 
障害発生内容の解析及び発生箇所を特定すること。 

暫定対応  
・早期に業務を再開するために、同等程度の性能を有する代替機に

よって障害の復旧を実施すること。 
・暫定プログラムや DB の修正等によって業務を再開すること。 

恒久対応 
障害の要因について対処し、同事象の発生を防止するために、恒久

対応を行うこと。 

再発防止策／記録 障害内容と対処内容を記録し、再発防止策を講ずること。 

目標復旧時間 障害連絡後４８時間 

3.8. 保守業務における成果物 

保守業務の成果物は以下のとおり。本県の承認を得て納品するものとする。 
納品物件は、検収直前に整備するのではなく、納品物件の整備方法について本業務開始当初に本県と

協議の上定め、日常の保守において適宜・適切に整備し、本県の求めに応じていつでも内容を確認でき

るようにしておくこと。 

表 3-9-1 保守業務における成果物 
作成ドキュメン

ト 内容 納入時期 

保守計画書 本システムの保守に係る年間・月間計画書 
(サービスレベル定義含む) 

契約後速やかに 

障害報告書兼復

旧完了報告書 
障害報告、復旧完了報告等をまとめたもの 
 

随時 

作業依頼書兼報

告書 
作業依頼、作業報告等をまとめたもの 
 

随時 

簡易な仕様変更

に伴う成果物 
ソース、モジュール、設計書、マニュアル等一式 随時 

3.8.1. 納品形態及び部数 
紙で 2 部（正本、副本）、電子データで 1 部納入すること。 
なお、電子データによる納品について、Microsoft 365（Word/Excel/PowerPoint） で読み込み可能

な形式、又は PDF 形式で作成し、作成時点で最新のパターンファイルを適用したウイルス対策ソフト

によりチェックを行い納品すること。また、納品後、本県において改変が可能となるよう、図表等の元

データも併せて納品すること。 

3.8.2. 納入場所 
本県が指定する場所とする。 
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4. その他 

4.1. 疑義の解決 
本業務の委託契約書及び業務仕様書に定めるもののほか、疑義が生じた場合は、本県と受託者が

協議の上、決定するものとする。 

4.2. 貸与資料と使用期限 
本県は、業務を実施するにあたって必要な資料を受託者へ貸与する。受託者は貸与された資料の

取り扱い及び保管を慎重に行い、業務上必要であっても本県の承諾なくして複写又は複製してはな

らない。この場合の承諾は書面により行う。なお、業務完了後はすみやかに返却しなければならな

い。 

4.3. 完了 
契約期間完了後の機器撤去作業に関して、受託者は蓄積されたデータの消去を実施しなければな

らない。 
なお、データ消去については、消去方法を本県と協議の上、決定するとともに、データ消去証明

書を発行することとし、それに要する費用についても、本契約に含むものとする。 

4.4. 業務の引継ぎに関する事項 
本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わ

ず、本業務が終了となる場合には、受託者は本県の指示のもと、本システムの利用終了日までに本県が

継続して本業務を遂行できるよう、保守業務の流れや、業務に関連する各種管理情報、その他円滑な業

務引き継ぎのために必要となる情報を詳細に記録した業務引き継ぎ書を作成し、本県に提出すること。

また、業務引き継ぎに伴いデータ移行等が発生する場合、保守を行っている全てのシステムについて、

移行のために必要となるデータを汎用的なデータ形式（CSV 等）に加工し提供すること。さらにファイ

ル・データレイアウト等の資料を提供し、本県または新規受託者に対して誠意を持って協力すること。 

 

以 上 
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別紙 
                            
機器仕様 
以下の仕様と同等以上の性能及び機能を有していること 
 
 その１ 

 
仕様項目及び仕様内容 

 
回答 

 
補足説明 

 
資料No 

１ 筐体：タブレット型 
２ ＯＳ：ｉＯＳ 
３ ＣＰＵ：ヘキサコア以上 
４ 記憶容量：６４ＧＢ以上 
５ バッテリー：連続して８時間以上利用可能なこと 
６ 通信：ア 携帯電話データネットワークを活用した通

信機能を有すること。 
      イ データ通信：４Ｇ、５Ｇ対応であること。 
      ウ １回線あたり７ＧＢ/月以上のデータ通

信量を含むこと。また、直近３日あたり概ね
３GB に達するまで通信速度が制限されない
こと。 

７ 解像度：２，３６０×１，６４０ピクセル以上 
８ カメラ機能：１，０００万画素以上 
９ その他：ア 技術基準適合証明などを受けていること 
        イ ＧＰＳ機能搭載であること。 
        ウ 充電器等の付属品を含めること。 

        エ 付属品等によりタブレット端末の使用
を満たす機能・性能を再現する場合は、タ
ブレット端末と同数であること。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

期限 
  令和６年７月１日までに機器の導入、据付、環境設定、動作確認をおこなうこと。 
 
 その２                    

 
仕様項目及び仕様内容 

 
回答 

 
補足説明 

 
資

料

No 

 

  

 
 
 
 
  

１ 保証及び保守 
タブレット端末 

① 機器の利用及びトラブルに関する問い合わせの対応は、原

則として開庁日の午前９時から午後５時までとする。ただ

し、これ以外であっても、業務等での使用において緊急事

態が発生した場合には、午後９時までは、電話による対応

を行うこと。 
② 本システムを構成するハードウェアに障害が発生した場

合、修理・交換等の対応を実施すること。長期間の修理・

交換が必要な場合、同等程度の性能を有する代替機によっ

て障害の復旧を実施すること。ただし、修理・交換が有償

になる場合は本県の了解を得ること。 
 
２ 運用教育 
    タブレット端末の基本操作について、システム管理者並び

にユーザー向けにについて運用指導を行うこと。 

  
 

 
 
 
 
 

 


